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１．平成28年第３回郡上市議会定例会議事日程（第６日） 

平成28年６月29日 開議 

 

 日程１ 会議録署名議員の指名 

 日程２ 議案第 87号 市長等の給料の月額の特例に関する条例の一部を改正する条例について 

 日程３ 議案第 88号 郡上市白鳥前谷自然活用総合管理施設の設置及び管理に関する条例の一

部を改正する条例について 

 日程４ 議案第 89号 郡上市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

 日程５ 議案第 90号 郡上市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例について 

 日程６ 議案第 91号 郡上市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に係る基準

に関する条例の一部を改正する条例について 

 日程７ 議案第 92号 郡上市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等

に係る基準に関する条例の一部を改正する条例について 

 日程８ 議案第 93号 郡上市青少年育英奨学資金貸付条例の一部を改正する条例について 

 日程９ 請願第４号 関西電力高浜原発３号機の再稼働の停止および再生可能エネルギーへの

転換を求める意見書採択についての請願書 

 日程10 請願第５号 安全保障関連２法（「平和安全法制整備法」、「国際平和支援法」）の

廃止を求める意見書採択についての請願書 

 日程11 請願第６号 消費税引き上げ中止を求める請願書 

 日程12 請願第７号 所得税法第５６条廃止の意見書提出を求める請願書 

 

２．本日の会議に付した事件 

 日程１から日程12まで 

 日程13 議案第100号 工事請負契約の締結について（郡上市防災行政無線（同報系）設備整備

工事（第１期）） 

 日程14 議案第101号 工事請負契約の締結について（無電柱化整備本体管路（第１工区）工事） 

 日程15 議案第102号 工事請負契約の締結について（簡水八幡南部浄水場築造第２期工事） 

 日程16 議案第103号 物品売買契約の締結について（公有民営方式バス車両購入） 

 

３．出席議員は次のとおりである。（１８名） 

        １番   三 島 一 貴        ２番   森 藤 文 男 



－２４８－ 

        ３番   原   喜与美        ４番   野 田 勝 彦 

        ５番   山 川 直 保        ６番   田 中 康 久 

        ７番   森   喜 人        ８番   田 代 はつ江 

        ９番   兼 山 悌 孝       １０番   山 田 忠 平 

       １１番   古 川 文 雄       １２番   清 水 正 照 

       １３番   上 田 謙 市       １４番   武 藤 忠 樹 

       １５番   尾 村 忠 雄       １６番   渡 辺 友 三 

       １７番   清 水 敏 夫       １８番   美谷添   生 

 

４．欠席議員は次のとおりである。（なし） 

 

５．地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名 

     市    長  日 置 敏 明     副  市  長  青 木   修 

     教  育  長  石 田   誠     理事兼総務部長  田 中 義 久 

     市長公室長  三 島 哲 也     健康福祉部長  羽田野 博 徳 

     農林水産部長  下 平 典 良     商工観光部長  福 手   均 

     建 設 部 長  古 川 甲子夫     環境水道部長  平 澤 克 典 

     教 育 次 長  細 川 竜 弥     会計管理者  乾   松 幸 

                         郡上市民病院          
     消  防  長  川 島 和 美     事 務 局 長  尾 藤 康 春 

     国保白鳥病院              郡  上  市          
     事 務 局 長  藤 代   求     代表監査委員  大 坪 博 之 

     総務部総務課長  佃   良 之 

 

６．職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

                         議会事務局 
     議会事務局長  長 岡 文 男     議会総務課長  古 川 義 幸 

     議会事務局          
     議会総務課主査  武 藤   淳 
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    ◎開議の宣告   

○議長（渡辺友三君）  おはようございます。 

 議員の皆様方には、６月13日開会以来、それぞれの出務、まことに御苦労さまでございます。 

 いよいよ最終日を迎えることになりました。よろしく御審議のほどお願いいたします。 

 ただいまの出席議員は、18名であります。定足数に達しておりますので、これより会議を開きま

す。 

 本日の議事日程は、お手元に配付してありますので、よろしくお願いいたします。 

 なお、報道のために写真撮影及びテレビカメラの撮影を許可しておりますので、お願いをいたし

ます。 

（午前 ９時４０分）  

──────────────────────────────────────────── 

    ◎会議録署名議員の指名   

○議長（渡辺友三君）  日程１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議規則第88条の規定により、会議録署名議員には、１番 三島一貴君、18番 美谷添生君を指

名いたします。 

──────────────────────────────────────────── 

    ◎議案第87号から議案第93号までについて（委員長報告・採決）   

○議長（渡辺友三君）  日程２、議案第87号 市長等の給料の月額の特例に関する条例の一部を改正

する条例についてから、日程８、議案第93号 郡上市青少年育英奨学資金貸付条例の一部を改正す

る条例についてまでの７議案を一括議題といたします。 

 ただいま一括議題といたしました７議案は、各常任委員会に付託審査しておりますので、各委員

長より審査の経過と結果についての御報告を求めます。 

 まず初めに、総務常任委員長、７番 森喜人君。 

○７番（森 喜人君）  それでは、総務常任委員会の報告をさせていただきます。 

 平成28年６月13日開会の平成28年第３回郡上市議会定例会におきまして、本委員会に審査を付託

されました条例１議案につきまして、平成28年６月21日開催の第４回総務常任委員会において、慎

重に審査いたしましたので、その経過と結果について報告いたします。なお、経過については主な

内容を報告いたします。 

 議案第87号 市長等の給料の月額の特例に関する条例の一部を改正する条例について。 

 市長公室長及び人事課長から、副市長の選任日が５月14日となったため、給料の減額期間の終了

期日及び条例の執行期日を平成32年５月１日から平成32年５月13日に改めること、並びに６月に支

給する給料の特例額を58万8,600円から60万3,463円に改めることの説明を受けました。 
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 特段の質疑はなく、本委員会としては、全会一致で原案のとおり可とすることに決定いたしまし

た。 

 以上、委員会の経過と結果について報告いたします。平成28年６月29日、郡上市議会議長 渡辺

友三様。郡上市議会総務常任委員会委員長 森喜人。 

○議長（渡辺友三君）  続いて、産業建設常任委員長、５番 山川直保君。 

○５番（山川直保君）  それでは、産業建設常任委員会の報告をいたします。 

 平成28年６月13日開会の平成28年第３回郡上市議会定例会におきまして、本委員会に審査を付託

されました条例１議案につきまして、平成28年６月22日開催の第３回産業建設常任委員会において、

慎重に審査いたしましたので、その経過と結果について報告いたします。なお、経過については主

な内容を報告いたします。 

 条例議案。 

 議案第88号 郡上市白鳥前谷自然活用総合管理施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例について。 

 商工観光部長及び白鳥振興事務所長から、白鳥前谷自然活用総合管理施設の指定管理者である株

主が入れかわったため、これまで施設の愛称としていたハートピア四季の名称を条例から削除する

ものである。指定管理者より、地域に密着した名称に変更したいと申し出があり、それに応えるも

のであるとの説明を受けました。 

 審査の中で、委員から新しい名称について質問があり、英字で「ＯＵＴＤＯＯＲ ＳＴＹＬＥ 

ＡＭＩＤＡ」という名称で運営したいと聞いている。アウトドアスタイルという新しいコンセプト

で阿弥陀ヶ滝という地域もわかるよう、「アミダ」という言葉も入れてあるとの説明がありました。 

 新しい名称は条例に載せるのかとの質問があり、旧白鳥町では施設に愛称をつけて条例をつくっ

ているものがあるが、通常は条例で施設名に愛称がついているものは少ないとの説明がありました。 

 以上、審査の結果、本委員会としては、全会一致で原案のとおり可とすることに決定いたしまし

た。 

 以上、委員会の経過と結果について報告いたします。平成28年６月29日、郡上市議会議長 渡辺

友三様。郡上市議会産業建設常任委員会委員長 山川直保。 

 以上です。 

○議長（渡辺友三君）  続いて、文教民生常任委員長、６番 田中康久君。 

○６番（田中康久君）  それでは、文教民生常任委員会の報告をさせていただきます。 

 平成28年６月13日開会の平成28年第３回郡上市議会定例会におきまして、本委員会に審査を付託

されました条例５議案につきまして、平成28年６月23日開催の第３回文教民生常任委員会において

慎重に審査いたしましたので、その経過と結果について報告いたします。なお、経過については主
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な内容を報告いたします。 

 議案第89号 郡上市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について。 

 健康福祉部長及び保険年金課長から、地方税法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険税の課税

限度額の引き上げと軽減制度の拡充に関する規定を整備するとの説明を受けました。 

 審査の中で、委員から、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革は進んでいるのかとい

う質問があり、国民健康保険事業に対する県のかかわりや国の支援が強化されること、医療と介護

が連携した地域包括ケアシステム構築に向けた取り組みが動き始めているとの説明がありました。 

 消費税８％から10％への引き上げが延期されたことに伴う国民健康保険事業への影響について質

問があり、引き上げによる２％の増収分は国民健康保険事業の財源に充てられる予定がないことか

ら、直接的な影響はないとの説明がありました。平成29年度も同様の措置が講じられるのかとの質

問があり、限度額超過世帯の割合が国の目安地に近づくまでこの措置は当面継続される見込みであ

るとの説明がありました。 

 平成27年度に開催された郡上市国民健康保険運営協議会ではどのように議論されたのかとの質問

があり、法案が可決される前であったことから、影響額を示すことはできなかったが、県下全ての

市町村が同様の条例改正を行っていくことや、改正の趣旨は理解いただけたとの説明がありました。 

 以上、審査の結果、本委員会としては、全会一致で原案のとおり可とすることに決定いたしまし

た。 

 議案第90号 郡上市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例について。 

 健康福祉部長及び児童家庭課長から、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準及び家庭的保育

事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、保育士の確保に関する特例規定を整備する

との説明を受けました。 

 審査の中で、委員から、郡上市においては待機児童の問題といった差し迫った事情がないことか

ら、現行の基準でよいではないかとの質問があり、未満児を主とした保育需要が高まってきている

中、中途入園児の増加に対応できる体制や環境を確保するために整備するとの説明がありました。 

 保育士の処遇改善について質問があり、私立保育園については、数年前から国・県費や市費を投

入した給与改善を行っていること、公立園の保育士、幼稚園教諭は一般行政職と同等の給与体系と

し、臨時職員は岐阜県の最低賃金を上回る１時間当たり1,000円を支給しているとの説明がありま

した。 

 登録保育士数について質問があり、平成28年４月１日現在、41名の登録があり、臨時的な雇用を

もって必要人員を確保してるとの説明がありました。 

 郡上市と災害協定を締結している自治体からの要請に基づく受け入れ態勢の整備や、今後の園運
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営を見据えた保育士等採用の必要について質問があり、公立園においては、法定職員数を確保する

ための計画的な職員採用を行っているが、来年度からは、保育経験者の登用も視野に入れ、年齢要

件を39歳までに拡大するとの説明がありました。 

 保育士と同等の知識及び経験を有する者の定義について質問があり、幼稚園、小学校教諭または

養護教諭の資格を有する者を前提とした運用を行うとの説明がありました。 

 市内の入園児総数が定員総数に比べてかなり低い数値にある。入園児の状況はどうかとの質問が

あり、３歳以上のほとんどが保育園、幼稚園、認定こども園に入園している。共働き世帯の職場復

帰等に伴い、中途入園の大半が未満児となっているとの説明がありました。 

 保育士要件の緩和による事故やトラブルが起きないよう、十分留意して運用されたいとの意見が

ありました。 

 以上、審査の結果、本委員会としては、全会一致で原案のとおり可とすることに決定をいたしま

した。 

 議案第91号 郡上市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に係る基準に関する条

例の一部を改正する条例について。 

 健康福祉部長及び高齢福祉課長から、介護保険法の一部が改正され、小規模な通所介護が地域密

着型サービスへ移行したこと等に伴い、所要の規定を整備するとの説明を受けました。 

 審査の中で、委員から、定員が10人と少ない石徹白デイサービスでも、運営推進会議を設置する

必要があるのかとの質問があり、地域密着型施設は、住みなれた地域で家庭的な雰囲気の中できめ

細かいサービスを受けることができる。地域との交流を深め、より地域に根づいたサービスを提供

するためにも、地元住民の意見を聞き、ともに考えていく場が必要であるとの説明を受けました。 

 療養型の通所介護と通常デイサービスとの違いは何かとの質問があり、療養型通所介護は、難病

やがん末期患者を対象とするサービスであり、利用者の体調の急変等に対応できるよう、病院に併

設されるなど、環境が整っているとの説明がありました。 

 地域密着型サービスのうち、郡上市内にないサービスがあるが、将来的にはどのように考えてい

るのかとの質問があり、夜間対応型、定期巡回、臨時対応型訪問介護といった24時間対応型のサー

ビス体制を整えることは必要と考えるが、地理的に広範囲によること、冬季の積雪事情や採算性な

どの課題があることも事実である。現在、医師会等との連携を図り、24時間体制の医療介護サービ

スに関する話し合いを進めているとの説明がありました。 

 在宅医療、介護の推進に向けたサービスメニューを充実されたいとの意見がありました。 

 以上、審査の結果、本委員会としては、全会一致で原案のとおり可とすることに決定いたしまし

た。 

 議案第92号 郡上市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等に係る基準
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に関する条例の一部を改正する条例について。 

 健康福祉部長から、介護保険法の一部が改正され、地域密着型介護予防サービスの人員や設備、

運営等の基準が一部見直されたことに伴い、所要の規定を整備するとの説明を受けました。 

 特段の質疑はなく、本委員会としては、全会一致で原案のとおり可とすることに決定いたしまし

た。 

 議案第93号 郡上市青少年育英奨学資金貸付条例の一部を改正する条例について。 

 教育次長から、郡上市内に住所を有する奨学資金の返還者の負担を軽減し、貸付制度利用者を支

援するとともに、定住促進を図るため、所要の規定を整備するとの説明を受けました。 

 審査の中で、現状の返還者数と滞納者の有無について質問があり、平成27年度末時点の返還者は

56名、そのうち滞納者は１名であったが、現時点ではほぼ完納されているとの説明がありました。 

 専門学校で就学し、貸付制度を利用している実績について質問があり、技能に関する専門学校や

看護専門学校等の実績があるとの説明がありました。 

 奨学資金の返還免除要件となる市税等の滞納がないことの解釈について説明があり、対象者は、

奨学資金返済者本人のみとし、軽自動車税等を含む市税と返還金に滞納がないことであるとの説明

がありました。 

 滞納がないことを条件に加えることは、経済的困窮者を支援するという目的に反していないかと

の質問があり、奨学資金貸付制度の主たる目的は、就学して高い教育や知能、技能を身につけ、社

会に出て多くの所得を得ていただくことであるとの説明がありました。 

 卒業半年後からと規定される返還の開始時期について、郡上市外で実務を経験してから郡上市へ

戻ることを規定した猶予期間を定められないかとの質問があり、他市の制度の中には、卒業翌月か

ら返還開始されるところもあり、現制度においても猶予期間を設けている。また、卒業されたすぐ

に郡上へ戻ってきてほしいとの願いが込められているとの説明がありました。 

 以上、審査の結果、本委員会としては、全会一致で原案のとおり可とすることに決定をいたしま

した。 

 以上、委員会の経過と結果について報告いたします。平成28年６月29日、郡上市議会議長 渡辺

友三様。郡上市議会文教民生常任委員会委員長 田中康久。 

○議長（渡辺友三君）  それでは、報告が終わりましたので、委員長報告に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（渡辺友三君）  質疑なしと認めます。議案ごとに討論、採決を行います。 

 議案第87号 市長等の給料の月額の特例に関する条例の一部を改正する条例についてに対する討

論の通告がありませんので、討論を終了し、採決を行います。 
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 議案第87号に対する委員長の報告は原案を可とするものであります。委員長の報告のとおり決す

ることに異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（渡辺友三君）  異議なしと認めます。よって、議案第87号は原案のとおり可とすることに決

定いたしました。 

 議案第88号 郡上市白鳥前谷自然活用総合管理施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例についてに対する討論の通告はありませんので、討論を集結し、採決いたします。 

 議案第88号に対する委員長の報告は原案を可とするものであります。委員長の報告のとおり決す

ることに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（渡辺友三君）  異議なしと認めます。よって、議案第88号は原案のとおり可とすることに決

定いたしました。 

 議案第89号 郡上市国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてに対する討論の通告はあ

りませんので、討論を終了し、採決いたします。 

 議案第89号に対する委員長の報告は原案を可とするものであります。委員長の報告のとおり決す

ることに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（渡辺友三君）  異議なしと認めます。よって、議案第89号は原案のとおり可とすることに決

定いたしました。 

 議案第90号 郡上市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例についてに対する討論の通告はありませんので、討論を終了し、採決をいたします。 

 議案第90号に対する委員長の報告は原案を可とするものであります。委員長の報告のとおり決す

ることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（渡辺友三君）  異議なしと認めます。よって、議案第90号は原案のとおり可とすることに決

定いたしました。 

 議案第91号 郡上市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に係る基準に関する条

例の一部を改正する条例についてに対する討論の通告はありませんので、討論を終了し、採決いた

します。 

 議案第91号に対する委員長の報告は原案を可とするものであります。委員長の報告のとおり決す

ることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（渡辺友三君）  異議なしと認めます。よって、議案第91号は原案のとおり可とすることに決

定いたしました。 

 議案第92号 郡上市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等に係る基準

に関する条例の一部を改正する条例についてに対する討論の通告はありませんので、討論を終了し、

採決をいたします。 

 議案第92号に対する委員長の報告は原案を可とするものであります。委員長の報告のとおり決す

ることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（渡辺友三君）  異議なしと認めます。よって、議案第92号は原案のとおり可とすることに決

定いたしました。 

 議案第93号 郡上市青少年育英奨学資金貸付条例の一部を改正する条例についてに対する討論の

通告はありませんので、討論を終了し、採決いたします。 

 議案第93号に対する委員長の報告は原案を可とするものであります。委員長の報告のとおり決す

ることに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（渡辺友三君）  異議なしと認めます。よって、議案第93号は原案のとおり可とすることに決

定いたしました。 

──────────────────────────────────────────── 

    ◎請願第４号から請願第７号までについて（委員長報告・採決）   

○議長（渡辺友三君）  日程９、請願第４号 関西電力高浜原発３号機の再稼働の停止および再生可

能エネルギーへの転換を求める意見書採択についての請願書から、日程12、請願第７号 所得税法

第56条廃止の意見書提出を求める請願書までの４件を一括議題といたします。 

 ただいま一括議題といたしました４件について、所管の常任委員会に審査を付託してありますの

で、委員長より審査の経過と結果について報告いただきます。 

 初めに、産業建設常任委員長、５番 山川直保君。 

○５番（山川直保君）  それでは、産業建設常任委員会の報告いたします。 

 平成28年６月13日開会の平成28年第３回郡上市議会定例会におきまして、本委員会に審査を付託

されました請願１議案につきまして、平成28年６月22日開催の３回産業建設常任委員会において、

慎重に審査いたしましたので、その経過と結果について報告いたします。なお、経過については主

な内容を報告いたします。 

 請願。 

 請願第４号 関西電力高浜原発３号機の再稼働の停止および再生可能エネルギーへの転換を求め
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る意見書採択についての請願書。 

 紹介議員から、日本列島は火山が多く原発にはふさわしくない土地であるのにも関わらず、世界

有数の原発を建設したという状況を私たちは考え直さなければいけない。郡上市は原発が集中する

若狭湾から約80キロという距離にあり、事故が起きれば、西風の影響で風下になることを忘れては

ならない。原発にさらに近い琵琶湖を水源にしている関西では大変な事態に陥る。そうしたことが

想定される中、なぜ原子力規制委員会は稼働開始から40年も経過した原発を再稼働するのか。使用

済み核燃料の処理も行き詰っており、処理技術も不確立である。政府はベースロード電源として原

発を進めているが、今後の自然エネルギー増加や国民の努力・知恵による節電により、その必要は

なく、将来につけを残さないためにも採択していただきたいとの説明を受けました。 

 審査の中で、委員からは大変重要な案件であり、趣旨には賛同できる部分もあるが、刻々と変わ

る現状と照らし合わせると今回の請願はリアリティーさに欠けるとの意見がありました。 

 原発の必要性が全くないという考えや、原発ゼロを決断していくことに関しては見解が分かれる

ところであるとの意見がありました。 

 また、高浜原発３号機を特定して再稼働停止を求めるのではなく、日本全体の問題として原発依

存から安全最優先を求めるものであれば賛同はできる。核燃料の最終処理場がないという現状も踏

まえ、結果責任と安全性について国が責任をとるということに対して、今後意見書を検討すべきで

あるとの意見がありました。 

 以上、審査の結果、本委員会としては全会一致で本件を不採択とすることに決定いたしました。 

 以上、委員会の経過と結果について報告いたします。平成28年６月29日、郡上市議会議長 渡辺

友三様。郡上市議会産業建設常任委員会委員長 山川直保。よろしくお願いします。 

○議長（渡辺友三君）  続いて、総務常任委員長、７番 森喜人君。 

○７番（森喜人君）  総務常任委員会の報告をいたします。 

 平成28年６月13日開会の平成28年第３回郡上市議会定例会におきまして、本委員会に審査を付託

されました請願３議案につきまして、平成28年６月21日開催の第４回総務常任委員会において、慎

重に審査いたしましたので、その経過と結果について報告いたします。なお、経過については主な

内容を報告いたします。 

 請願第５号 安全保障関連２法（「平和安全法制整備法」、「国際平和支援法」）の廃止を求め

る意見書採択についての請願書。 

 紹介議員から、請願の安全保障関連２法は、日本が外国の軍事行動や戦争に協力をするという内

容である。改めて法律をつくらなくても、現在の安全保障条約第５条に共同防衛がうたってあり、

現行のままで対処できるが、それ以上に自衛隊が外国で軍事行動をできるようにこの法律を制定し

たものである。これは、戦力はこれを保持しない、交戦権はこれを認めないという憲法に反するも
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のである。挑発行為に対して、力で対抗すれば、やがては戦闘や戦争にエスカレートしていくが、

武力や軍事力を使わなければ、平和的な外交しかない。安全保障関連２法は、廃止すべきであると

の説明を受けました。 

 審査の中で、委員から、日米安全保障条約が結ばれていたから日本は戦争がなかったのではない

かとの意見がありました。 

 法は、時代に合わせて国民の考えや合意に基づいて改変していくものであるとの意見がありまし

た。 

 国際協調していくことこそ必要であるとの意見もありました。 

 日本が攻撃されたときの備えとして、法整備をしていかなければいけないとの意見がありました。 

 この請願は、これまでに何度も出されており、不採択となっている。審議は尽くされていると思

われるとの意見もありました。 

 以上、審査の結果、本委員会としては全会一致で本件を不採択とすることに決定いたしました。 

 請願第６号 消費税引き上げ中止を求める請願書。 

 紹介議員から、所得の低い層にとっては、ほとんどを衣食住で消費しなくてはならず、購入した

すべてのものに消費税がかかってくるが、余裕のある世帯は株や預貯金に回したりするため、消費

税の影響が少なくて済んでおり不公平である。社会保障に使うとしているが、所得の低い層は、自

分が出した消費税が自分にかえってくるだけである。日本の税制は富裕層や大企業を非常に優遇し

ており、これらの税制を是正するだけで消費税をなくすこともできるとの説明を受けました。 

 審査の中で、委員から誰もが消費税は上がらないほうがよいと思うが、高齢化社会に向けて社会

保障の財源としては必要と考えるとの意見がありました。 

 今消費税を上げておくべきだとの考えもあり、今回延期したことに対する批判があるとの意見が

ありました。 

 低所得者への給付金や子育て支援もとられる予定であり、消費税が10％に上がることにより、低

所得者層がそのまま負担増につながるとは考えていないとの意見がありました。 

 消費税に関する請願はこれまでに何度も出されており、不採択となっている。審議は尽くされて

いるとの意見もありました。 

 政府は2020年までにプライマリーバランスをゼロにしようという公約を掲げており、それを消費

税だけで対応するとなると18％にしなければならない。消費税のかわりを大企業などに課すことも

非常に難しい問題であるとの意見がありました。 

 以上、審査の結果、本委員会としては継続審査との意見もありましたが、不採択多数で本件を不

採択とすることに決定いたしました。 

 請願第７号 所得税法第56条廃止の意見提出を求める請願書。 
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 紹介議員から、所得税法第56条は、全ての収入が家の主のものとなり、家族はその供であるとい

う古い概念を税制度に取り入れている。政府も男女共同参画の計画の中で変更するようにと述べて

いる。青色申告にすれば家族も従業員と同様の労働力に値する対価が認められるが、記帳義務など

があり差別的であるとの説明を受けました。 

 審査の中で、委員から白色申告は単式簿記だが青色申告は複式簿記になるため、商工会により指

導をしてもらえる。商売をするほうは経費などを記帳して、しっかりと税申告をして納めるべきも

のと考えるとの意見がありました。 

 白色申告は専従者給与の届け出の義務がないため、勝手に経費を決めてよいと判断される可能性

があるとの意見がありました。 

 白色申告では事業の概要がわからないので、所得税法第56条を廃止するという判断は難しいとの

意見がありました。 

 さまざま意見がある中で、継続審査にして、青色申告と白色申告の違いなどを研究する必要があ

るとの意見がありました。 

 以上、審査の結果、本委員会としては全会一致で本件は継続審査を要することに決定いたしまし

た。 

 以上、委員会の経過と結果について報告いたします。平成28年６月29日、郡上市議会議長 渡辺

友三様。郡上市議会総務常任委員会委員長 森喜人。 

 以上です。 

○議長（渡辺友三君）  報告が終わったので、委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（渡辺友三君）  質疑なしと認め、議案ごとに討論、採決を行います。 

 請願第４号 関西電力高浜原発３号機の再稼働の停止および再生可能エネルギーへの転換を求め

る意見書採択についての請願書に対する討論の通告はありませんので、討論を終了し、採決を行い

ます。 

 請願第４号に対する委員長の報告は原案を不採択にするものであります。原案を不採択にするこ

とに異議ありませんか。 

（「異議あり」と呼ぶ者あり） 

○議長（渡辺友三君）  異議ありの発言がございましたので、起立によって採決を行います。請願第

４号に対する委員長の報告は原案を不採択とするものでありますが、原案を採択することに賛成の

諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 
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○議長（渡辺友三君）  賛成少数と認め、よって、請願第４号は不採択とすることに決定いたしまし

た。 

 請願第５号 安全保障関連２法（「平和安全法制整備法」、「国際平和支援法」）の廃止を求め

る意見書採択についての請願書に対する討論の通告はありませんので、討論を終了し、採決を行い

ます。 

 請願第５号に対する委員長の報告は原案を不採択にするものであります。原案を不採択とするこ

とに異議ありませんか。 

（「異議あり」と呼ぶ者あり） 

○議長（渡辺友三君）  異議ありの発言がございましたので、起立によって採決を行います。請願第

５号に対する委員長の報告は原案を不採択にするものでありますが、原案を採択することに賛成の

諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（渡辺友三君）  賛成少数と認め、よって、請願第５号は不採択とすることに決定いたしまし

た。 

 請願第６号 消費税引き上げ中止を求める請願書に対する討論の通告はありませんので、討論を

終了し、採決を行います。 

 請願第６号に対する委員長の報告は原案を不採択にするものであります。原案を不採択にするこ

とに御異議ありませんか。 

（「異議あり」と呼ぶ者あり） 

○議長（渡辺友三君）  異議ありの発言がございましたので、起立によって採決いたします。請願第

６号に対する委員長の報告は原案を不採択とするものでありますが、原案を採択することに賛成の

諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（渡辺友三君）  賛成少数と認め、よって、請願第６号は不採択とすることに決定をいたしま

した。 

 請願第７号 所得税法第56条廃止の意見提出を求める請願書に対する討論の通告はありませんの

で、討論を終了し、採決を行います。 

 請願第７号に対する委員長の報告は閉会中の継続審査とするものであります。委員長の報告のと

おり閉会中の継続審査とすることに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（渡辺友三君）  異議なしと認めます。よって、請願第７号は閉会中の継続審査とすることに

決定をいたしました。 



－２６０－ 

 ここで日程の追加をしたいと思います。 

 議案第100号 工事請負契約の締結について（郡上市防災行政無線（同報系）設備整備工事（第

１期））、議案第101号 工事請負契約の締結について（無電柱化整備本体管路（第1工区）工事）、

議案第102号 工事請負契約の締結について（簡水八幡南部浄水場築造第２期工事）、議案第103号 

物品売買契約の締結について（公有民営方式バス車両購入）の４議案を日程に追加いたしたいと思

います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（渡辺友三君）  異議なしと認め、日程に追加します。 

 追加日程につきましては、お手元に配付してありますので、よろしくお願いをいたします。 

──────────────────────────────────────────── 

    ◎議案第100号について（提案説明・質疑・採決）   

○議長（渡辺友三君）  日程13、議案第100号 工事請負契約の締結について（郡上市防災行政無線

（同報系）設備整備工事（第１期））を議題といたします。 

 説明を求めます。 

 理事兼総務部長 田中義久君。 

○理事兼総務部長（田中義久君）  それでは、議案第100号 工事請負契約の締結について（郡上市

防災行政無線（同報系）設備整備工事（第１期））でございます。 

 次のとおり、工事請負を締結したいから、郡上市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得、ま

たは処分に関する条例第２条の規定により議会の議決を求める。平成28年６月29日提出、郡上市長 

日置敏明。 

 契約の目的は、郡上市防災行政無線（同報系）の設備整備工事でございます。３年計画の初年度、

１期分でございます。 

 契約の方法は、随意契約による。 

 契約金額、２億8,296万円。 

 契約の相手方、愛知県名古屋市名東区猪高台一丁目1315番地、株式会社富士通ゼネラル、この中

部情報通信ネットワーク営業部でございます。 

 工事の場所は、郡上市内。 

 工事の概要につきましては、この設備工事一式でございます。 

 １枚おめくりいただきますと、資料がございます。今般のこの工事につきましては、現在の防災

行政無線が平成15、16で整備してきております郡上ケーブルテレビのネットワークを利用しまして、

もともとあります防災行政無線のシステムに音声告知放送というのを連動させた二重のシステムに

なっております。そのシステムが音声告知放送の次の更新期が平成30年までというタイミングでご
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ざいます。それで、これまでの災害等の検証をした中では、無線の防災行政無線を郡上市内全戸宅

内受信機を設置して、確実に情報をお届けする方法に一元化するほうがいいというふうな研究結果

を見まして、今般の音声告知放送の更新期に合わせまして、一元的に防災行政無線の方式とするも

のでございます。したがいまして、防災行政無線のシステムは、これまでのシステムがあって、そ

れの継続ということになります。 

 工事内容です。概要、平成30年９月に保守期限を迎える音声告知端末にかわり、無線による宅内

放送設備を今年度から３カ年の計画で整備し、防災行政無線宅内放送エリアの拡大を図るもので、

１年目となる今年度においては、親卓設備の更新及び屋外拡声子局、パンザマストで放送している

子局ですが、これの増設、移設等の整備を実施するものでございます。 

 親卓の設備の更新につきましては、平成17年度に整備を実施して以来10年が経過し、こちらの更

新期を現在迎えております。これも、先ほどの音告も合わせながら計画をしてきたものであります。

第１期の主たる工事としては、親卓本体の更新でございます。 

 仕様につきましては、これまでのメーカーであります富士通ゼネラルの製品でありまして、この

システムを使っておりますので、引き続きこの更新ということとなります。放送設備等、それから、

50インチの地図表示板、電源設備、こちらは停電時にも発電機から電源を受ける機能も含むもので

ございます。 

 広域スピーカー設置ということで、２基、これは八幡町の口明方エリアにつきまして、地形上、

既設スピーカーに比べて約２倍の音の到達距離が見込めると、これ、キロ数でいうと２キロになる

んですけれども、そうした広域スピーカーを２基設置するものでございます。 

 それから、屋外拡声子局増設26局ですけれども、これも受信の精度を全て市内調査をし、その結

果、今回設計をしたものでございまして、ごらんのように、全体では26局増設をするということで

ございます。パンザマストを立てて、そして、そこからの屋外拡声子局を設置するものでございま

す。聞こえにくい地域に対して補正をするものでございます。 

 １枚めくっていただきますと、ただいまの屋外子局、拡声子局の仕様がございますが、こちらも

富士通ゼネラルの製品でございます。地震放送、現地放送、これ、現地でも放送ができる仕組みに

なっております。空中線、アンテナでございます。それから、72時間の稼働バッテリー、電源設備

です。以上でございます。 

 それから、再送信機能、屋外拡声子局の増設ですけれども、こちらは、既設の11局の再送信機能

の屋外拡声子局に加えて、５局を追加整備する、より良好な電波通信環境をつくるものでございま

す。内訳はごらんのとおりでございます。 

 次に、既設の屋外拡声子局の移設ですけども、これも、いわゆる地震状況の検査によりまして、

調査によりまして、より効果的な受信、放送が実行できるためには、位置を13局移設する必要があ
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るという結果に基づきまして、今般移設するものでございます。 

 それから、既設気象情報収集子局改修とありますが、これはいわゆるテレメータを設置しており

まして、そこそこに気象情報、雨量とか、いろんなものを収集し、こちらに送っていただくという

ようなことができるような仕組みがありますので、それにつきましての更新、改修を行うものでご

ざいます。 

 その他、既設の屋外拡声子局につきましても、より効果的な放送を行うために出力変更等、必用

な改修等を行うものでございます。 

 以上、３カ年計画の１年目の事業でございます。そのシステム全体につきましては、図面をつけ

ております。今申し上げたことであります。 

 新親卓が第３管理室とありますが、当面３カ年は旧親卓と並行仕様になりますので、現在の放送

室につきましては、旧親卓が設置され、双方の利用、そして３年目に新親卓を今の放送室に一括移

動して完成すると、こういう仕組みでございます。 

 最後のページには、見積もり結果とあります。こちらにつきましては、当初指名委員会で３社指

名をしておったわけでございますけれども、１社は、経営審査事項の有効期限が切れておりまして、

前もって連絡は、これは県の建築研究センターで一括して受付を行っておりますので、その経営審

査事項の有効期限が切れるということにつきましては、センターから通知があったわけですけども、

その更新がなされていなくて、いわば失格といいますか、これに応札できないという状況になりま

した。それから、１社につきましても、辞退されましたので、本体のこれまでシステムを構築して

きておりますこの富士通ゼネラルということでございます。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（渡辺友三君）  それでは、説明が終わったので質疑を行います。 

（挙手する者あり） 

○議長（渡辺友三君）  17番 清水敏夫君。 

○１７番（清水敏夫君）  ２点ばかお伺いをしておきたいと思いますが、今年度から、防災行政無線

の整備が計画的に行われるということでございますが、かねがねこの屋外のパンザマストのスピー

カーの非常に聞こえが悪いということで、雨が降っていなくても、普通のときでも防災訓練なんか

やったときに、それを流すわけですが、子局から、パンザマストから流すときに、非常に音が小さ

いということで、全く聞こえないところは今回26局の増設ということでいいんですが、一番最後の

その他の改修等というところで、既設の屋外拡声子局についてより効果的な放送を行うため、出力

変更等改善を行うというふうにございますが、やっぱり僕は出力が、今のシステムはほんとに弱い

というふうな感じがするもんですから、ここんとこで、出力変更というところがどの程度期待でき

るのかなということについて、具体的に、地域の振興事務所長であるとか、消防団であるとか、い
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ろんな意見が多分来てると思うもんですから、その辺のとこをこれで具体的に解決しないと、また

お金かけてどうなんやっていうような声も、後から聞いても残念なことだと思いますので、その辺

についての状況をお聞かせいただければと思いますのでよろしくお願いします。 

○議長（渡辺友三君）  理事兼総務部長。 

○理事兼総務部長（田中義久君）  ただいま御指摘のとおり、やはり広い、非常に広域の市域、そし

て山があり、谷があり、地形が非常に複雑でございます。その中で、しっかりと放送を届けるとい

うことが非常に困難な地形であるということがまず１つあります。そういうことも含めまして、音

声告知放送につきましては、宅内で受けていただく場合に、有線ですので、非常に鮮明に受信をし

ていただけたという状況があったというふうに思います。それと比較した場合に、八幡地域は現在

このシステムで、防災行政無線で宅内受信を受けておるわけですけれども、自分の家でも少しアン

テナとか角度とか、気象状況によりまして、入りが悪いことが実際あります。そういうふうな部分

がありますので、今、御指摘の外の屋外子局、パンザマストからの放送につきましても、相当しっ

かり調査をし、そして、どのような配置、出力にすれば最もよく到達できるというふうな調査結果、

ちょっと今手元に持ってませんので、詳細は、今ここで説明できませんけども、そういう相当詳細

な現場における受信状況の調査、そしてそれに対する対応という研究結果を今回反映させたものが

26局の増設、それから、いわゆる通信機能の増設５局、それから、13局は位置を変えてというふう

にしたわけです。 

 もう一つは、いわゆるデジタルの放送で行こうというふうにしておるわけですけれども、やはり、

カーブを回っていくところとかが、非常に受信状況の難しいところがありますので、デジタルとア

ナログ併用というシステムをとって、そして地形の悪いところでも受信状況をよりよくしようとい

うふうな、今、結論を見とるわけですけれども。したがいまして、さまざまな角度から、調査し、

それに対応する最善の策として、研究した結果としての今回の設計でございます。しかし、そうい

うものの、やはり確かに防災行政無線っていうのが八幡の現在でもなかなか難しい面がありますの

で、今後とも実施をしながら、市民の皆様のお声に対応をしていく必要があるというふうなことは

今話をしておるわけですけれども、必要であれば、調査結果をまた御説明させてもらいたいと思い

ますけれど、概要としては以上です。 

（挙手する者あり） 

○議長（渡辺友三君）  14番 武藤忠樹君。 

○１４番（武藤忠樹君）  請負業者とあって、営業部部長となってますが、今までの請負業者の中で

営業部部長っていうことがあったのかなっていう気がするんです。大体取締役とか、会社を代表す

る方だと思うんですが、この営業部部長、これに関しまして、請負業者が営業部部長になってるこ

とについては、ちょっと、どういうことなのか、教えていただきたいと思います。 
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○議長（渡辺友三君）  答弁を求めます。 

 理事兼総務部長 田中義久君。 

○理事兼総務部長（田中義久君）  富士通ゼネラルの今回の請負業者としての契約の相手方として、

この会社として、この営業部、そして代表者としての部長ということで、契約をするという、会社

としての対応がございますので、それを当方としては受けております。事例としては、富士通ネッ

トワークソリューションとか、非常に全国の大規模な場合に、会社がいろいろと営業本部とか、そ

ういう持ってる場合には、こういう事例があるというふうに思います。この理由につきまして、し

っかり追って説明させていただきたいと思いますけど、ちょっと今これ以上のこと、よう申し上げ

られませんので、申しわけありません。よろしくお願いします。 

（挙手する者あり） 

○議長（渡辺友三君）  14番 武藤忠樹君。 

○１４番（武藤忠樹君）  郡上市として認めるならそれでという思いはしますけれども、ただ、請負

業者として、一介の営業部部長がこの会社を代表する方だとは、私は思えないんですけれども、そ

こら辺のところ、今後、会社としての説明をいただきたいことと、どう説明したらいいのかな。や

っぱり請負業者としては、この富士通ゼネラルのやっぱり代表する方のやっぱり請負業者としての

名前がほしいのかなって気はしますので、後ほど説明いただければと思います。 

○議長（渡辺友三君）  後ほど、わかりましたら説明をお願いいたします。 

 そのほか。 

（挙手する者あり） 

○議長（渡辺友三君）  10番 山田忠平君。 

○１０番（山田忠平君）  同じことを思っておって、プラスアルファをしますが、一応３年契約でい

よいよ郡上市の全体の方向が決まっていって、音声告知端末整備が無線的なことに変わっていくっ

ていうことなんですが、そうである一番初期のことになりますと、今回の入札についても、随意契

約で２社がだめになったということになりますが、この今システムを扱っていたり、機材とかいろ

んなことになってくると、他社が入る可能性がまだ先のことでもあるのか、もうこれ既成事実でゼ

ネラルに決まってまうんでないですか、その辺のことはどう見解を持って見えるか。 

○議長（渡辺友三君）  答弁求めます。 

 理事兼総務部長 田中義久君。 

○理事兼総務部長（田中義久君）  これから、大きな事業の中では、例えば宅内受信機を、これ調達

する場面っていうのはやっぱり富士通のメーカーのものになると思いますけど、それを設置をし、

要するにそれを各戸へ回って現にそこの現場で設置をし、調整をすると。その受信状況についての

対応ということがありますけれども、考え方としては、そういう場面というものは、切り離して考
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えていけるというふうにして思っております。したがいまして、でき得る地元の電気工事事業者、

あるいは電気商の組合の皆さんとか、地元のこの関連の御商売の方で受けてもらえるものにつきま

しては、もちろん今回の富士通ゼネラルに対しましても、仕様書の中で、今回の事業の中でも、地

元にできるだけやるようにという指示は入れるようにしますけれども、今後の契約はそれぞれの契

約の中で分離してできるものがあると。その中では、また地元の業者の皆さんの参入というものに

道が開けていくと、そういうふうなことを今内部で協議しております。そういうふうにしていきた

いと思ってます。 

（挙手する者あり） 

○議長（渡辺友三君）  10番 山田忠平君。 

○１０番（山田忠平君）  もちろんできるものは、ぜひとも地元の業者を、できる工事は入れてもら

いたいということと、あと、先ほど言いましたように、システム、機材の関係になってくると、富

士通ゼネラルも入ってきた場合に、そういった機材的なことも、システムはもう決まってまうんじ

ゃないですかや。３カ年計画であっても。それは、各自、今までの全国の大体の自治体のいろんな

ことを検討されて、そしてやっぱりこの富士通のことで決められたことについてのちょっと今まで

の経緯とか、こういうことが載ってますよ、こういう地区がこうでしたよということが説明いただ

ければありがたいと思います。 

○議長（渡辺友三君）  理事兼総務部長 田中義久君。 

○理事兼総務部長（田中義久君）  冒頭、この議案説明の中で申し上げましたけれども、今回のシス

テムは、防災行政無線本体は既に以前から富士通ゼネラルのシステムで、稼働してるんです。八幡

エリア、これはいわゆる郡上ケーブルエリア以外のところにつきましては、音声告知放送の仕組み

はできませんので、当然これＩＮＧエリアにつきましては、いわゆる現在の富士通ゼネラルのシス

テムにおいて防災行政無線の宅内受信機を八幡エリアはつけていただいとるわけです。それで、そ

のシステムは今回変えないんです。それを機器を更新して延長するということですので、富士通ゼ

ネラルのシステムを今後も使ってくということについては何ら変わらないということ。これは、富

士通ゼネラルを選定したときの今の御質問の中でいけば、調査をさまざまにして、そして選定をさ

れてきておるということですので、それはまた別途説明する機会は持てると思いますけども、今回

の事業につきましては、いわば継続事業でそこに付随させて、音告連動って言ってましたけど、い

わゆる音声告知放送にいわゆる防災行政無線放送を連動する機械をつけることによって、音声告知

に変換させて、市内全域に同じ放送をしとったわけです。ですから、Ｊアラートのときなんかはそ

こで、少し時間のおくれが生じておりまして、そこでいかに同時発信ができるかってことで、別系

列で同時に発信させるっていう系列を開発してやったわけですけども、今回は、１本の富士通ゼネ

ラルの防災行政無線でいけると。ですから、仕組みは変わらないということは御理解いただきたい
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と思います。 

 それから、済いません、議長、先ほどの武藤議員の御質問でしたけど、先ほど申し上げたように、

いろいろな、いわゆる営業本部の制度があるかと思いますが、本社からの、富士通ゼネラルの本社

から委任がされている名義が現在のこの中部情報通信ネットワーク営業部でありまして、この部長

の名前でもって指名願いがされてるということです。これは、本社からいわゆる委任という形で、

この中部情報にそれが委任されておりまして、そしてそれが代表者として、郡上市の指名登録され

ておると、こういうことでありますし、過去にも、先ほども申し上げましたけど、こうした名前に

おきまして、契約の相手方としてやらせていただいておるということです。よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（渡辺友三君）  そのほか。 

（挙手する者あり） 

○議長（渡辺友三君）  15番 尾村忠雄君。 

○１５番（尾村忠雄君）  今回、無線による宅内放送設備ということで整備されるわけなんですけれ

ども、先ほど17番 清水議員のほうからお話がある中で、不感地域に対しても対応できるというよ

うなことでありましたけれども、雷対応はどうなっとるかなってことと、もう１点は、停電のとき

に72時間バッテリー対応ができるというということでありますけれども、バッテリーっていうのは

ある程度の期限があろうかと、車でもそうだと思いますけれども、そういった期限とかについて、

お聞きをいたします。 

○議長（渡辺友三君）  答弁を求めます。 

 理事兼総務部長 田中義久君。 

○理事兼総務部長（田中義久君）  仕様の詳細につきましては、ちょっと、少し調べさせていただき

たいと思います。雷等の避雷針のあり方とか、どういうふうな設置で雷被害を避けるかとか、ある

いは受けた場合にどういう対応をするかということだと思いますけれども、ちょっと担当から、調

べて説明させていただきたいと思います。 

 それから、先ほど僕が申し上げました中で、平成29年度と30年度山田議員が言われた中で、受信

機がもうメーカーが固定されとると言いましたけど、親卓の発信につきましてはそうですけれども、

個別受信機としてのいわゆる送受信装置につきましては、機械的には、富士通メーカー以外でもそ

れはできると。ラジオなんかでも例えばナショナルであってもサンヨーであっても聞けるというよ

うなことがありますから、そういうふうな放送の送受信につきましては、ちょっと私同一だって言

いましたけど、富士通以外でも可能性はあるということです。別立てのそれぞれの契約ということ

で、今後それは設計し、入札し、決定していくということになると思います。 

 以上です。 
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○議長（渡辺友三君）  そのほか。 

（挙手する者あり） 

○議長（渡辺友三君）  ４番 野田勝彦君。 

○４番（野田勝彦君）  ４番 野田です。ちょっと、私自身がわからないところなんですが、これは

随意契約となっておりますが、これだけの金額の契約ですから、常識には当然一般入札であると思

っておったんですが、そうではないのか。あるいは一番最後の見積もり計画のところに２社が出て

おります。２社はやっぱり辞退とありますが、一体何社に見積もり依頼をしたのか、その辺はどう

でしょうか。 

○議長（渡辺友三君）  答弁を求めます。 

 理事兼総務部長 田中義久君。 

○理事兼総務部長（田中義久君）  ただいま御指摘のとおりでございます。先ほどもちょっと触れま

したけども、指名委員会におきましては、５月の時点で富士通ゼネラルのほかにこのシステムにつ

いて、これまで保守点検の経験のある、あるいはこうしたシステムについての十分対応できるとい

うことで、中央電子光学という会社、それから市内の業者でも、特に富士通ゼネラルとの特約関係

もあります仲畑通信機と、３社を指名して、そしていわゆる入札執行につきましても通知はしてい

るわけです。先ほど少し触れましたけれども、市内業者の方がいわゆる経営審査事項の更新期、有

効期限が過ぎているのを、それを更新されてなかったということで、いわば資格としてはないと、

そういうことで、当初の指名委員会の思惑とは違いまして、そこが外れる結果になったと、こうい

うことであります。 

 それから、その２社以外に市内に入札資格参加登録が郡上市にあって、この工事を実行できる会

社、業者の方がないということを確認しておりましたので、２社の中でのいわゆる見積もり合わせ、

随契になるわけですけども、そういうことに決定をしたという経緯でございます。その中でさらに、

中央電子光学につきましては、一部仕様の中で、本社で対応できない部分があるというふうな等の

ことにおきまして、辞退をされたという結果でございます。 

（挙手する者あり） 

○議長（渡辺友三君）  ４番 野田勝彦君。 

○４番（野田勝彦君）  ４番 野田です。状況はわかりましたが、これは、名古屋までこうして見積

もり依頼をされてるんですから、市内のみならず、市外をもっと広く、可能な業者を広げて依頼を

すべきではないかと思うんです。いかにも、この今上げられた３社だけでは、私、少ないような気

がするんです。これでは競争にならないという気がしますが、いかがですか。 

○議長（渡辺友三君）  答弁求めます。 

 理事兼総務部長 田中義久君。 
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○理事兼総務部長（田中義久君）  先ほどもちょっと触れたわけですけども、システム自体がこの富

士通ゼネラルの仕様で、既にでき上がっている部分を、要するに八幡エリア以外は、これまでも実

はパンザマストは立って、そのシステムにおいて防災行政無線を放送してるわけです。今回、宅内

受信機を重立ってそこに、今までの音告を変えて、無線の受信機を各戸に据えさせていただくとい

うことになります。そうしますと、親卓初め、現在のシステムをやっていただいたわけであります

ので、それを継続してシステムとして使っていくわけですから、そのことにつきましては、現在の

システムを構築したときにかかわった業者、それから、現在のこのシステムを、そのような改修工

事ができ得るということにおいて、３社に絞ったということであります。 

○議長（渡辺友三君）  先ほどの15番 尾村議員の質問に対する答弁のため職員の入場を許可してお

ります。 

○総務部総務課長（佃 良之君）  総務課長の佃でございます。先ほど尾村議員さんからの御質問、

雷の問題だったかと思うんですが、子局につきましては、避雷針がついておりまして、これで対応

しております。過去の被害状況を確認したんですけれども、17年度以降でございますが、これまで

に避雷針があったというおかげで、雷による被害等はございません。もし、雷あるいはそういうこ

とで停電を一時的にしましたときは、子局につきましては、自動復旧機能つきブレーカーというも

のがついております。それでもって瞬時にブレーカーが作動しまして、復旧するという機能を持っ

ておりますし、合わせて停電時が長くなる場合、内臓バッテリーで稼働するというような仕組みを

持っておりますので、雷、あるいは停電に対してはそういう対応で行っていきたいと思っておりま

す。 

 それから、先ほどの野田議員さんの業者の関係でございますが、一応今回の業者の指名の条件の

中に、通信的なことがございますので、総務省が指定する登録点検事業者という資格を持った業者

を条件とさせていただきました。この中で、さらに今回の基本の機器が富士通製ですので、さらに

富士通製の機器が扱えるというところの業者を探したんですけども、県内には、今お示しした業者

以外にはなかったということで、当初は３社の指名ということにさせていただいたという経緯でご

ざいます。よろしくお願いします。 

○議長（渡辺友三君）  まだ大分ありますか、質疑は。 

 バッテリーについて。 

 総務部総務課長 佃良之君。 

○総務部総務課長（佃 良之君）  バッテリーにつきましては、これまでもそうですけども、定期的

に寿命が来ますので、定期的にバッテリーのみの更新を行っております。バッテリーのみの更新を

行う場合もあるということでございます。 

○議長（渡辺友三君）  それでは、暫時休憩いたします。再開は11時を予定しております。 
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（午前１０時５０分）  

──────────────────────────────────────────── 

○議長（渡辺友三君）  休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

（午前１１時００分）  

──────────────────────────────────────────── 

○議長（渡辺友三君）  理事兼総務部長 田中義久君より発言が求められておりますので、許可いた

します。 

○理事兼総務部長（田中義久君）  尾村議員さんから、バッテリーの御質問があった中で、少し補足

させていただきますけれども、これまでの方式は、三、四年寿命のタイプでありましたが、これは

計画的に交換をするということは今までもやってきております。そして、点検結果に基づいて消耗

が早いものにつきましても、交換をしてきているということですけど、今回、いわゆる未交換のも

のにつきましては、交換をさせていただきますし、タイプ的には10年物という長寿命タイプを導入

するということで、今までよりスパンは長くなると、それにしましてもやはり計画的な点検、交換

ということはしっかりやらせていただくというふうにしていきますので、よろしくお願いいたしま

す。 

（挙手する者あり） 

○議長（渡辺友三君）  ７番 森喜人君。 

○７番（森 喜人君）  １つだけ質問させていただきます。この防災無線にすることは私も賛成なん

ですけども、これ無線にするときに私も一般質問させていただいたわけですが、そのときちょっと

心配したのは、要するに、ＩＰ告知の機材、各戸で出ますよね。ああいうものを入れた負担です。

各戸における負担がありましたよね。そういうものが幾らだったかということをまずお聞きしたい

んですけども、そして、先ほど理事のほうから説明がありましたように、有線の告知のあれを機材

を除けて、また、この無線の機材を入れるということですね。各戸に。ということはまた各戸の負

担がふえるわけですよね。そういったことの説明というのは、各戸にされるかというか、されなき

ゃいけないと思うんですけども、どのように考えておられるかということをお聞きしたいです。 

 恐らくＩＰ告知からこの無線にした段階で、いわゆるサンクコストといいますか、やっぱりそれ

までかかってきたコストがあると思うんです。それを一切なしにして新しいもの入れるわけですか

ら、そういうもののコストがどんだけだったのかということも、後日で結構ですけど、また教えて

いただければと思います。 

 一番肝心なのはやはり各戸にこういったものをまた入れるということは、また機材を購入しても

らわなきゃいけないということですね。そういったことの説明ということをどのように措置される

のかということも含めて、お願いしておきます。 
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○議長（渡辺友三君）  答弁を求めます。 

 理事兼総務部長 田中義久君。 

○理事兼総務部長（田中義久君）  一つは、音告の各戸の端末、これにつきましては、実は、富士通

ネットワークソリューションという会社があれはやっているシステムなんですけれども、この方式

は、平成22年だったと思いますけど、生産しないというふうな話があって、それで大変驚いて、延

長ができないということの中で、研究を始めたのが発端でありましたけれども、それができるよと

いう、途中で変更も一部ありましたけども、いずれにしても平成22年度に音告システムを全て更新

しましたけれども、その次のタイミングは29年、30年なんです。ですから、いわば端末の有線の受

信端末としては、いわば償却済みといいますか、ちょうどそこで更新時が来るというタイミングで

これを変えていくっていうふうにして計画しましたので、いわゆる、残りの価値っていいますか、

そういうものにつきましては、タイミングよく今回の変更といいますか、改修のタイミングに合わ

せてきておりますので、ちょうど更新期に合わせたということにおきましては、その価値をあるが

ままに途中でそれを使わなくなるというよりも、更新をするというタイミングにおいて、それを撤

収すると、こういうことにしたということであります。 

 それから、今後のことですけれども、音声告知放送の端末につきましての、いわゆる各戸負担と

いう問題になると思いますけれども、基本的には、例えば１件あるときに１個それを設置していく

っていうことですけれども、そういうものの負担につきましては、最小限になるということを、こ

れから、設計を今これから２年度、３年度でやってくわけですので、議会と御相談しながら、個別

の負担につきましては、限りなく最小限にしていこうという考え方で詰めていきたいというふうに

思っております。ただ、それが２件目、３件目とか、自分の責任において、故障、傷めたとか、そ

ういう場合についての御負担は求めることがあるかと思いますけど、今後の議会との御相談の中で、

今申し上げたような方向で設計していきたいと考えております。 

（挙手する者あり） 

○議長（渡辺友三君）  ７番 森喜人君。 

○７番（森 喜人君）  ＩＮＧエリアとケーブルテレビエリアといいますか、違うんじゃないかと思

うんですが、今、平成22年って言われましたけど、そのときまでに各戸の負担があったと思うんで

す。端末導入において。今の説明ですと、ちょっと私、全く理解できないんですけども、平成22年

度までに端末を入れたわけです。そのときは各戸の負担があったと思うんですが、そういうもので。 

（発言する者あり） 

○７番（森 喜人君）  なかったですか。あるよね。ありますよ。あったでしょ。 

○議長（渡辺友三君）  理事兼総務部長、答弁求めます。 

○理事兼総務部長（田中義久君）  音告は、先ほど申し上げたように、１件についての１個の設置に
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ついては、基本的には御負担ない形でいたと思います。さきに申し上げたのは、最初の十五、六年

で整備したものの第１回目の更新期が22年に来て、そしてシステムとしては７年とか８年で、それ

で変えていかんならん時期が来ますから、残用の価値があって使えるのに、その価値を残したまま

新しいものを入れるという無駄がない計画をさせていただいたっていう、そういう森議員さんの御

質問と違った意味の御答弁したかもしれませんけど、そういうことでございます。 

 それで、先ほど申し上げました最小限っていうのは、我々として今考えておりますのは、いわゆ

る音告とその個別受信機無線の交換に当たりましては、限りなく御負担を少なくと言いましたのは、

事務局としてはいわゆる御負担のないものを目指していきたいと。今回の導入につきましても。た

だ、これは全体の経費と、財源の問題につきまして、議会でこれから御相談することですので、言

い切ることはできませんけど、そういう方向性で今検討をさせてもらうというふうに考えておりま

す。 

（挙手する者あり） 

○議長（渡辺友三君）  ７番 森喜人君。 

○７番（森 喜人君）  平成29年度に向けての負担っていうのはなかったということは思うんですけ

ども、平成22年度までは恐らく、端末の負担っていうのは過去あったということを。 

○議長（渡辺友三君）  市長公室長 三島哲也君。 

○市長公室長（三島哲也君）  ケーブルテレビの整備する折におきまして、そのときの整備にかかわ

るところの負担金っていうのはとっておりませんですし、今回この防災無線の端末受信機を取りか

える折には設置しますし、音告は撤去しますし、新しい受信機を設置しますし、ケーブルテレビ系

のモデムっていいますか、それの取りかえもありますので、そういう工事が一体となって連携して

行われるんじゃないかと思いますし、その折には、当然でございますけど、こちらのほうの計画に

よって取りかえるということでございますので、受益者、市民への負担っていうのは当然考えてお

らずにこっちのほうのところの予算のほうでやりたいというふうに考えておりますので、よろしく

お願いします。 

（挙手する者あり） 

○議長（渡辺友三君）  ７番 森喜人君。 

○７番（森 喜人君）  それは、じゃあそれで確認させていただきましたので、結構でございます。

最初に質問させていただきましたこの防災無線にすることによって、今までの機能といいますか、

要するにＩＰ音告、有線の関係が一切なくなるということなんですが、そのことのいわゆるサンク

コストです。いわゆる、無駄になってしまうって言っちゃあおかしいですけど、そういった経費は

どのぐらいになるのかっちゅうことをお聞きしたいと思います。 

○議長（渡辺友三君）  答弁を求めます。 
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 市長公室長 三島哲也君。 

○市長公室長（三島哲也君）  ＩＰ電話につきましても、今の今回のほうのアナログのほうになりま

すので、音告なくなりますので、ＩＰのほうはなくなりますので、そこのところについてはこれか

ら市民のほうに周知活動していって理解をしていただきたいと思っております。 

（発言する者あり） 

○議長（渡辺友三君）  理事兼総務部長。 

○理事兼総務部長（田中義久君）  これは、ですから、森議員さんさっき僕が言いましたけれども、

いわゆるその機械を更新期までしっかりその期間を使って、そしてそのタイミングまで待って今回

更新をするっていうふうにして計画してきておりますので、どっちみちその時点が来ればＩＰ音告

含めて、更新する時期に来るわけです。そこまでの償却って言っていいのかですけれども、使って

いけたという形をめざして、計画づくりをしてきてましたので、いわゆる資産における残存価値と

いいますか、そのことにつきましては、更新が迫られたタイミングになりますから、音告で更新す

るのか、無線でやるかという選択の中で、災害時の経験あるいは停電時の対応をしっかり行うと、

等々のことで、庁内での研究会をつくった結果、このタイミングにおいて変えていけば一番市とし

ての財政に対する無駄がなく変えていけると、こういうふうなことでやってきたわけでありますの

で、御理解いただきたいと思います。 

○議長（渡辺友三君）  そのほか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（渡辺友三君）  質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。議案第100号については、会議規則第37条第３項の規定により委員会付託を

省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（渡辺友三君）  異議なしと認めます。よって、議案第100号については委員会の付託を省略

することに決定をいたしました。 

 討論を行います。討論はありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（渡辺友三君）  討論なしと認め、採決を行います。 

 議案第100号について原案のとおり可とすることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（渡辺友三君）  異議なしと認めます。よって、議案第100号は原案のとおり可とすることに

決定いたしました。 

──────────────────────────────────────────── 
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    ◎議案第101号について（提案説明・採決）   

○議長（渡辺友三君）  日程14、議案第101号 工事請負契約の締結について（無電柱化整備本体管

路（第１工区）工事）を議題といたします。 

 説明を求めます。 

 建設部長 古川甲子夫君。 

○建設部長（古川甲子夫君）  議案第101号 工事請負契約の締結について（無電柱化整備本体管路

（第１工区）工事）。 

 次のとおり、工事請負契約の締結したいから、郡上市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得

または処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求める。平成28年６月29日提出、郡上

市長 日置敏明。 

 １、契約の目的、無電柱化整備本体管路（第１工区）工事。 

 契約の方法ですが、一般競争入札による。 

 契約金額、１億5,557万4,000円。 

 契約の相手方、郡上市八幡町島谷1613番地、株式会社木越組。代表取締役木越幹人。 

 工事の場所、郡上市八幡町柳町地内。 

 工事の概要、土木工事一式でございます。 

 １枚はねていただきまして、資料のほうをちょっと添付しておるわけでございますが、まず、工

期については、平成29年の３月10日までというふうに予定しております。 

 それで、工事の概要ですが、今回、埋設工事を３年間にわたって実施したいということの初年度

ということで今回、６番目のほうに書いておりますが、工事の概要ですが、施工延長としましては

555メーター、主な工事のほうの内容なんですが、仮設工（軽量鋼矢板）とありますが、これは土

留めなわけですが、これが一式、それから土工、それから電力、通信それぞれの管路でございます

が、電力につきましては、130の管路、それぞれ要りますが、100につきましては971メーター、130

の径につきましては、1,536メーターを予定しております。 

 通信管路につきましては、共用ＦＡとありますが、これは、後で説明しますが、フリーアクセス

引込分の集合管でございまして、468メーター、通信の本体のボディ管ですが、これは200と250入

れますが、合わせて396メーター予定しております。それから、特殊部の設置工という26カ所と書

いておりますが、これにつきましては、地上にトランスを置きますが、それのほうの下部のほうの

マンホールというか、そういうものです。それとあと途中のマンホールとか通信の接続マス、こう

いうものを含めてすべて26カ所のほうを予定しております。そのほかに、舗装のほうの仮復旧等も

含まれておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 それで、１枚ちょっとはねていただきまして、位置のほうですが、図面のほうの向かって右側の
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ほうが吉田川でございますが、こっちのほうに市道の殿町下小野線のほうがありますが、ここから

下柳町から左のほう中柳町のほうにかけて行うということで、施工延長全体で555メートルという

ことでございます。有穂中坪線の県道の上流側に位置する部分を今回やっていくということでござ

います。 

 それで、もう１枚ちょっとはねていただきますと、標準断面図、道路の断面図のほう書いて提示

しておりますが、掘削も断面の中に向かって左側のほうで、上のほうの上面の図面の左側の幹線部

のほうの図面になりますが、左のほうに通信ケーブル関係が入っております。通信ケーブル、上下

で２段になっておりますが、先ほど私が説明しました共有ＦＡ管、これは各家庭のほうへ引き込ん

でいくわけですが、下のほうから一遍この上引き出してから家庭のほうへ持ってくというものでご

ざいます。右側のほうがＥという頭文字で書いてありますが、エレクトロニック、これは中部電力

のほうの電気関係のほうがこちらのほうへ埋設されてくるというものでございます。 

 それで、各断面のほうに書いてます赤いほうが電気関係、青い表示のほうが通信管のほうの関係

でございます。それで、その下のほうですが、これは、ハンドホール、電気関係の引き込み管のほ

うの関係でございますけども、下水でいうマンホールのようなものは設置されてくると、また右の

ほうの下段のほうにありますのが、上のほうにトランスを載せる関係上、下部のほうに電力地上機

器部というんで下部のこういうマンホールみたいな、下部のほうへ入れてくと、今回トランスのほ

うは行きませんが、下部の受ける台をつくってくということになっています。 

 次のページのほうには、そういうマンホール等の平面図のほうを添付しております。 

 続きまして、入札のほうの結果ですが、一般競争入札ということで、７業者の方が応札されたと

いうことの中での状況でございますので、見ていただきたいと思います。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（渡辺友三君）  説明が終わったので、質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（渡辺友三君）  質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。議案第101号については、会議規則第37条第３項の規定により委員会付託を

省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（渡辺友三君）  異議なしと認めます。よって、議案第101号については委員会付託を省略す

ることに決定をいたしました。 

 討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（渡辺友三君）  討論なしと認め、採決を行います。 
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 議案第101号について原案のとおり可とすることに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（渡辺友三君）  異議なしと認めます。よって、議案第101号は原案のとおり可とすることに

決定をいたしました。 

──────────────────────────────────────────── 

    ◎議案第102号について（提案説明・採決）   

○議長（渡辺友三君）  日程第15、議案第102号 工事請負契約の締結について（簡水八幡南部浄水

場築造第２期工事）を議題といたします。 

 説明を求めます。 

 環境水道部長 平澤克典君。 

○環境水道部長（平澤克典君）  議案第102号 工事請負契約の締結について（簡水八幡南部浄水場

築造第２期工事）。 

 次のとおり工事請負契約を締結したいから、郡上市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得ま

たは処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求める。平成28年６月29日提出、郡上市

長 日置敏明。 

 １、契約の目的、簡水八幡南部浄水場築造第２期工事。 

 契約の方法、指名競争入札による。 

 契約金額、２億169万円。 

 契約の相手方、郡上市八幡町島谷1613番地、株式会社木越組。代表取締役木越幹人。 

 工事の場所、郡上市八幡町那比地内。 

 工事の概要、築造工事一式。 

 １枚おめくりいただきまして、資料１をお願いいたします。工事概要書でございます。契約概要

で、重複箇所は省略させていただきます。 

 仕様書番号、簡水第28の46号。 

 工期でございますが、今契約締結の日より平成29年２月28日。 

 次に、築造工事の内容でございます。 

 名称、八幡南部簡易水道、八幡南部浄水場。 

 位置、岐阜県郡上市八幡町那比（宇留良）地内でございます。 

 処理能力、１日当たり663立米。 

 施設でございますが、緩速ろ過池設備でございます。上向式でございます。 

 工事内容といたしましては、躯体工事、機能設備工事、配管設備工事、付帯設備工事の各一式で

ございます。 
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 おめくりいただきまして、資料２の位置図をお願いいたします。少し細かくて申しわけございま

せんが、左のほうの下のほうに印をさせていただいております。 

 場所は、那比の高畑温泉の上流になりますタラガトンネル入り口付近でございます。 

 次に、資料３、平面図をお願いいたします。横向きでございますが、右側の上段のほうに全体の

施設概要を、それから、その下に本件の概要を表記させていただいております。 

 図面のほうでございますが、赤色の箇所が緩速ろ過池で今回建設させていただくものでございま

す。参考に、緑色というのが施工済み箇所でございますので、よろしくお願いいたします。 

 １枚おめくりいただきますと、入札結果でございます。内容はごらんのとおりでございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（渡辺友三君）  説明が終わったので、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（渡辺友三君）  質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。議案第102号については、会議規則第37条第３項の規定により委員会付託を

省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（渡辺友三君）  異議なしと認めます。よって、議案第102号については委員会の付託を省略

することに決定をいたしました。 

 討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（渡辺友三君）  討論なしと認め、採決を行います。 

 議案第102号については原案のとおり可とすることに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（渡辺友三君）  異議なしと認めます。よって、議案第102号は原案のとおり可とすることに

決定をいたしました。 

──────────────────────────────────────────── 

    ◎議案第103号について（提案説明・質疑・採決）   

○議長（渡辺友三君）  日程16、議案第103号 物品売買契約の締結について（公有民営方式バス車

両購入）を議題といたします。 

 説明を求めます。 

 市長公室長 三島哲也君。 

○市長公室長（三島哲也君）  議案第103号 物品売買契約の締結について（公有民営方式バス車両

購入）。 
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 次のとおり、物品売買契約を締結したいから、郡上市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得

または処分に関する条例第３条の規定により、議会の議決を求める。平成28年６月29日提出、郡上

市長 日置敏明。 

 １、契約の目的、公有民営方式バス車両購入。 

 ２、契約の方法、随意契約による。 

 ３、契約金額、2,418万4,980円。 

 ４、契約の相手方、郡上市八幡町旭下平瀬1543番地、日清自動車工業有限会社。取締役日置進。 

 ５、納入場所、郡上市八幡町島谷228番地。 

 ６、物品の内容、路線バス（中型ノンステップバス）１台でございます。 

 １枚おめくりいただきまして、資料のところで、説明をさせていただきます。 

 公有民営方式バス車両購入事業でございますけど、この事業の目的としましては、バス事業者の

車両の更新の軽減負担等や安全確保というところ、それから、利用者の利便性という観点からもち

まして、郡上市がバス車両を購入しまして事業者に貸与するというところの事業目的でございます。 

 貸与先につきましては、有限会社八幡観光バス、和良線及び明宝線で運行している分の車両に対

して貸し付けるものでございます。 

 ５番としまして、納入期限としましては、平成29年１月27日でございます。 

 ６番、７番は説明しましたので省かせていただきまして、８番、車両の仕様としましては、日野

レインボーでございます。 

 ９番としまして、主要の諸元でございますけど、定員59名、座席は26名でございます。車椅子の

スペースが１台分ございます。あとは、ここに書いてあるとおりでございます。 

 おめくりいただきまして、参考図面として、車両のサイズ等がございます。下面のところの真ん

中ほどの右側に２列、２つありますけど、ここのところが車椅子の車両のスペースというふうにな

っておりますし、その横のところから、ノンステップになっておりまして、車いすが上るスロープ

を設置して、乗車できるという仕様になってございます。 

 次の見積もり結果でございますけど、これにつきましては、指名ということで、市内の実績があ

る購入可能な事業者ということで、５社指名をさせていただきましたけど、４社辞退がありまして、

１社のみの応札ということになりましたので、形式上随契という扱いになっております。辞退の理

由、確認しましたところ、現在、バス車両のところ、非常に需要が多くということで、この納期の

とこに入れるのが非常に難しいというところから、１社のみは可能であるというところから応札し

ていただいたものでございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（渡辺友三君）  説明が終わったので、質疑を行います。質疑ありますか。 
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（挙手する者あり） 

○議長（渡辺友三君）  14番 武藤忠樹君。 

○１４番（武藤忠樹君）  １点、お聞きします。 

 この和良線、明宝線を今有限会社八幡観光バスが走っとるわけですけども、契約、要するに今和

良線や明宝線のここが八幡観光バスがどういう取り決めになって、多分入札で入ったと思うんです

が、その辺のことをお聞きしたいことと、将来貸与するのは、八幡観光バスで将来的にも和良線、

明宝線を走らせるときに、また業者の選定があると思うんです。そうすると、この主要諸元の中で、

塗装は有限会社八幡観光バスの路線バス仕様となってますが、こうやって貸しとくとこの路線は全

部八幡観光バスに優先的に貸とるんじゃないかなっていう、そんなことも考えるわけですが、その

辺のところは、このわざわざ塗装をされるっていうことの意味がわかりませんので、ちょっとお伺

いしたいと思います。 

○議長（渡辺友三君）  市長公室長 三島哲也君。 

○市長公室長（三島哲也君）  和良線、明宝線につきましては、八幡観光バスが４条路線ということ

で、事業者が設定しとる路線でございますので、八幡観光バスが自分で申し出て許可を得とる路線

ということになります。市が計画しとる自主運行バスの路線と違いますので、ここにつきましては、

先ほど申しましたように、有限会社八幡観光バス、自主路線バス路線でございますので、そこにお

けるバスの更新に対して市が車両を購入して貸し付けるということになりますので、お願いしたい

と思います。また、今後につきましては、購入価格から国の補助金と市の補助金がございますので、

それを差し引いたところで、５年にわたりまして貸付料としまして、貸付契約に基づいて使用を貸

借をするというものでございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（渡辺友三君）  そのほかありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（渡辺友三君）  質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。議案第103号については、会議規則第37条第３項の規定により委員会付託を

省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（渡辺友三君）  異議なしと認めます。よって、議案第103号については委員会の付託を省略

することに決定をいたしました。 

 討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（渡辺友三君）  討論なしと認め、採決を行います。 

 議案第103号については原案のとおり可とすることに御異議ありませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（渡辺友三君）  異議なしと認めます。よって、議案第103号については原案のとおり可とす

ることに決定をいたしました。 

──────────────────────────────────────────── 

    ◎市長挨拶   

○議長（渡辺友三君）  以上、本日の日程は全て終了をいたしました。 

 ここで、日置市長より御挨拶をいただきます。 

 市長 日置敏明君。 

○市長（日置敏明君）  平成28年第３回郡上市議会定例会の閉会に当たりまして御挨拶を申し上げま

す。 

 議会におかれましては、去る６月13日開会以来、本日まで17日間にわたりまして終始御熱心かつ

真剣に御審議をいただきました。提出をいたしました議案につきましては、本日の追加提案を含め

まして全て議決をいただきまして、厚く御礼を申し上げたいと思います。 

 審議の過程や一般質問等においていただきましたさまざまな御指摘や御意見、御提案につきまし

ては、今後の市政の運営に当たりまして、これを踏まえてまいりたいと存じます。 

 いよいよこれからおどりを初め、さまざまなイベントも行われます夏本番がやってまいります。 

 議員の皆様方には、健康に御留意をいただきまして、御活躍をくださいますようお祈り申し上げ

まして御挨拶といたします。 

 ありがとうございました。 

○議長（渡辺友三君）  ありがとうございました。 

──────────────────────────────────────────── 

    ◎議長挨拶   

○議長（渡辺友三君）  平成28年第３回郡上市議会定例会の閉会に当たりまして、一言御挨拶申し上

げます。 

 今定例会は、去る６月13日から本日まで17日間にわたり、条例改正、補正予算など、市政の諸案

件につきまして議員各位には極めて慎重に御審議いただきましたこと、全議案滞りなく議了するこ

とができました。議員各位の御協力に感謝申し上げます。 

 また、市長をはじめ執行機関の各位におかれましては、常に真摯な態度をもって審議に御協力い

ただき、まことにありがとうございます。厚く御礼を申し上げます。 

 今定例会を通じ、議員各位から一般質問や審議の過程で述べられました意見、要望につきまして

は、今後の市政の執行に十分反映されますよう、要望する次第であります。 

 いよいよ来月９日には郡上おどり、また郡上のおどりとしてにぎやかな夏がやってくるわけでご
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ざいますけれども、多くの観光客の皆さんにお見えいただき、楽しくこの郡上の夏を過ごしていた

だきますよう、市民挙げておもてなしの心で迎えたいと思っております。 

 議員並びに執行者におかれましては、熱中症など、暑さにも十分気をつけていただき、健康に留

意していただきまして、ますますの御活躍を御祈念申し上げまして、閉会の御挨拶とさせていただ

きます。ありがとうございました。 

──────────────────────────────────────────── 

    ◎閉会の宣告   

○議長（渡辺友三君）  以上で本日の会議を閉じます。 

 これをもって平成28年第３回郡上市議会定例会を閉会いたします。御苦労さまでした。 

（午前１１時３７分）  
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  上記会議の経過を記載して、その相違ないことを証するためここに署名する。 
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